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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体塗料粒子を含む粗ガス流（１０４）から流体塗料を分離するためのフィルター装置
であって、
　粗ガス流（１０４）の少なくとも一部を供給できる少なくとも１つのフィルター要素（
１２２）と、フィルター要素（１２２）を用いて濾過された粗ガス流（１０４）を浄化ガ
ス流として供給できる浄化ガスチャンバ（１２４）と、を含むフィルター装置において、
　浄化ガスチャンバ（１２４）に付随して少なくとも１つの安全フィルター（１６８）が
存在し、このフィルター（１６８）は少なくとも１つのフィルター要素（１２２）の下流
側に配置され、少なくとも１つのフィルター要素（１２２）でフィルターが破断した場合
にこのフィルター（１６８）を用いて粗ガス流（１２０）の少なくとも一部を濾過するこ
とができ、
　フィルター装置は、浄化ガスチャンバ（１２４）から浄化ガス収集チャネル（１６４）
まで浄化ガスを供給するときに通る浄化ガスチャネル（１６２）を含み、浄化ガス収集チ
ャネル（１６４）は同様に少なくとも１つのもう一つのフィルター装置（１０２）の浄化
ガスを収容し、フィルター装置（１０２）の安全フィルター（１６８）は浄化ガス収集チ
ャネル（１６４）内への浄化ガスチャネル（１６２）の接合部の上流側に配置され、
　フィルター装置（１０２）の動作中、フィルター装置（１０２）の少なくとも１つのフ
ィルター要素（１２２）に障壁層が具備され、この障壁層が補助濾材を格納し、
　前記浄化ガスチャンバ（１２４）が収容用開口部を有する下壁（１７０）を備え、
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　少なくとも１つの安全フィルター（１６８）が前記収容用開口部に懸吊され、
　さらに、前記浄化ガスチャンバ（１２４）がメンテナンス開口部（１８０）を有し、前
記少なくとも１つの安全フィルター（１６８）が前記メンテナンス開口部（１８０）を通
って前記浄化ガスチャンバ（１２４）内を移動可能であり、
　前記メンテナンス開口部（１８０）が、前記フィルター装置（１０２）の動作中にカバ
ー又はドアにより閉鎖されることを特徴とするフィルター装置。
【請求項２】
　少なくとも１つの安全フィルター（１６８）が浄化ガスチャンバ（１２４）内部または
浄化ガスチャンバ（１２４）の境界壁上に配置されていることを特徴とする請求項１に記
載のフィルター装置。
【請求項３】
　少なくとも１つのフィルター要素（１２２）が浄化ガスチャンバ（１２４）上に保持さ
れていることを特徴とする請求項１または２に記載のフィルター装置。
【請求項４】
　少なくとも１つの安全フィルター（１６８）は、予め安全フィルター（１６８７６）を
取外すことなく、少なくとも１つのフィルター要素（１２２）がフィルター装置（１０２
）から取外し可能となるような形で、フィルター装置（１０２）上に配置されていること
を特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載のフィルター装置。
【請求項５】
　安全フィルター（１６８）が少なくとも１つの乾式フィルターを含むことを特徴とする
請求項１～４のいずれか一項に記載のフィルター装置。
【請求項６】
　安全フィルター（１６８）が、バッフルフィルター、ポケットフィルター（１７６）、
バッグフィルター、マットフィルター、プレートフィルターおよび／またはチューブフィ
ルターを含むことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載のフィルター装置。
【請求項７】
　フィルター要素（１２２）を通って到達した粗ガスを濾過するためフィルター要素（１
２２）においてフィルターが破断した場合に、少なくとも１つの安全フィルター（１６８
）を活動化させることができることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載のフ
ィルター装置。
【請求項８】
　少なくとも１つの安全フィルター（１６８）の少なくとも１つの安全フィルター要素（
１７２）が、フィルターの破断の際に粗ガスの流路内に導入されるように構成されている
ことを特徴とする請求項７に記載のフィルター装置。
【請求項９】
　少なくとも１つの安全フィルター（１６８）の少なくとも１つの安全フィルター要素（
１７２）が、フィルター破断の際に濾材で充填可能であることを特徴とする請求項７また
は８に記載のフィルター装置。
【請求項１０】
　少なくとも１つの安全フィルター（１６８）の少なくとも１つの安全フィルター要素（
１７２）が、フィルター破断の際に電圧を印加することによって活動化可能であることを
特徴とする請求項７～９のいずれか一項に記載のフィルター装置。
【請求項１１】
　フィルター要素（１２２）におけるフィルター破断を検出するための少なくとも１つの
検出装置を含むことを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載のフィルター装置
。
【請求項１２】
　少なくとも１つの検出装置が、粒子計数器、圧力損失測定装置、少なくとも１つのフィ
ルター要素（１２２）の流れ抵抗を測定するためのフィルター抵抗測定装置、および／ま
たは少なくとも１つの安全フィルター（１６８）の流れ抵抗を測定するためのフィルター
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抵抗測定装置を含むことを特徴とする請求項１１に記載のフィルター装置。
【請求項１３】
　流体塗料粒子を含む粗ガス流（１０４）から流体塗料を分離する方法であって、
　粗ガス流（１０４）の少なくとも一部を少なくとも１つのフィルター要素に供給するス
テップであって、供給される粗ガス流（１０４）がこのフィルター要素を用いて濾過され
るステップと、
　フィルター要素（１２２）を用いて濾過された粗ガス流（１０４）を浄化ガス流として
浄化ガスチャンバ（１２４）に供給するステップと、
を含む方法において、
　少なくとも１つのフィルター要素（１２２）においてフィルターが破断した場合に、浄
化ガスチャンバ（１２４）に供給される粗ガス流（１０４）が、フィルター要素（１２２
）の下流側に配置され、かつ、浄化ガスチャンバ（１２４）に付随する安全フィルター（
１６８）を用いて濾過され、
　フィルター装置（１０２）は、浄化ガスチャンバ（１２４）から浄化ガス収集チャネル
（１６４）まで浄化ガスを供給するときに通る浄化ガスチャネル（１６２）を含み、浄化
ガス収集チャネル（１６４）は同様に少なくとも１つのもう一つのフィルター装置（１０
２）の浄化ガスを収容し、フィルター装置（１０２）の安全フィルター（１６８）は浄化
ガス収集チャネル（１６４）内への浄化ガスチャネル（１６２）の接合部の上流側に配置
され、
　フィルター装置（１０２）の動作中、フィルター装置（１０２）の少なくとも１つのフ
ィルター要素（１２２）に障壁層が具備され、この障壁層が補助濾材を格納し、
　前記浄化ガスチャンバ（１２４）が収容用開口部を有する下壁（１７０）を備え、
　少なくとも１つの安全フィルター（１６８）が前記収容用開口部に懸吊され、
　さらに、前記浄化ガスチャンバ（１２４）がメンテナンス開口部（１８０）を有し、前
記少なくとも１つの安全フィルター（１６８）が前記メンテナンス開口部（１８０）を通
って前記浄化ガスチャンバ（１２４）内を移動可能であり、
　前記メンテナンス開口部（１８０）が前記フィルター装置（１０２）の動作中にカバー
又はドアにより閉鎖されることを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オーバースプレー粒子を含む粗ガス流から塗料オーバースプレーを分離する
ためのフィルター装置において、粗ガス流の少なくとも一部を供給できる少なくとも１つ
のフィルター要素と、フィルター要素を用いて濾過された粗ガス流を浄化ガス流として供
給できる浄化ガスチャンバとを含むフィルター装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このタイプの装置は、例えば特許文献１に開示されている。
【０００３】
　このタイプのフィルター装置のフィルター要素が機械的に損傷を受け、未濾過の粗ガス
流が１つ以上の場所でフィルター装置の浄化ガス側に到達した場合、フィルター装置の浄
化ガス側およびフィルター装置を格納する塗装設備のフィルター装置の下流側にある領域
は、粗ガス流から濾過されなかった粉塵粒子（詳細にはオーバースプレー粒子および該当
する場合には補助濾材の粒子）によって汚染される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０　２００７　０４０９０１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　本発明は、フィルター装置の少なくとも１つのフィルター要素においてフィルターが破
断した場合に、フィルター装置の浄化ガス側およびフィルター装置を格納する塗装設備の
汚染レベルを可能なかぎり低く保つという目的に基づいている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、本発明によると、クレーム１の序の部分の特徴を有するフィルター装置に
おいて、フィルター装置の浄化ガスチャンバに付随して少なくとも１つの安全フィルター
が存在し、このフィルターは少なくとも１つのフィルター要素の下流側に配置され、フィ
ルター装置の少なくとも１つのフィルター要素においてフィルターが破断した場合にこの
フィルターを用いて粗ガス流の少なくとも一部を濾過することができることによって達成
される。
【０００７】
　本発明は、フィルターの破断の場合に、浄化ガス流の流路内で浄化ガスチャンバの下流
側に配置されたシステム部品、詳細にはファン、センサーおよび空調装置（例えば冷却器
および／または加湿器）を汚染から保護する目的で、フィルター装置の少なくとも１つの
フィルター要素によって形成される主フィルター内を通過した材料を、フィルター破断の
場合に局所的に捕捉するという概念に基づいている。
【０００８】
　フィルター装置の浄化ガス側でのフィルター破断の場合に、未濾過の粗ガスが安全フィ
ルターに到達するまでに網羅する距離を可能なかぎり短かく保つためには、安全フィルタ
ーがフィルター装置の浄化ガスチャンバ内に組込まれていることが有利である。
【０００９】
　詳細には、少なくとも１つの安全フィルターが浄化ガスチャンバの内部に、または浄化
ガスチャンバの境界壁上に配置されるようにする場合もある。
【００１０】
　浄化ガスチャンバは例えば、浄化ガスボックス、詳細には実質的に立方形の浄化ガスボ
ックスとして構成されてもよい。
【００１１】
　主フィルターの少なくとも１つのフィルター要素は、好ましくは、粗ガス流から塗料オ
ーバースプレーを分離するために使用されるフィルター膜を含む。オーバースプレー粒子
を含む粗ガス流がフィルター要素内に未濾過状態で通過する可能性をもたらすフィルター
膜に対する損傷は、特定のフィルター要素おけるフィルターの破断を示す。
【００１２】
　フィルター装置は好ましくは、乾式フィルター、換言すると乾式濾過を実施するように
構成されているフィルターとして構成された少なくとも１つのフィルター要素を含む主フ
ィルターを含む。乾式濾過は、フィルター内を通過するガス流の濾過であり、浄化液を用
いた洗浄は無く行なわれない。ただしこれによって、濾過すべき材料そして該当する場合
には補助濾材のフィルター上での濾過中に形成される層を液体浄化媒体の適用によって洗
い流すことが排除されるわけではない。
【００１３】
　主フィルターは、好ましくは専ら乾式フィルターを含む。
【００１４】
　フィルター装置が複数のフィルター要素を伴う主フィルターを含む場合、浄化ガスチャ
ンバが、フィルター装置の複数のフィルター要素、詳細には全てのフィルター要素からの
浄化ガス流を収容するのが好ましい。
【００１５】
　さらに、少なくとも１つのフィルター要素がフィルター装置の浄化ガスチャンバ上に保
持されるのが好ましい。
【００１６】
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　この目的で、浄化ガスチャンバは、少なくとも１つのフィルター要素ホルダーそして好
ましくは、フィルター要素がフィルター装置をフィルター要素レセプタクル内へと通すた
めの収容用開口部が備わったフィルター要素レセプタクルを含んでいてよい。
【００１７】
　本発明に係るフィルター装置が、このようなフィルター装置を複数含む、オーバースプ
レー粒子を含む粗ガス流から塗料オーバースプレーを分離するための装置の一構成要素を
形成する場合、フィルター装置が、フィルター装置の浄化ガスチャンバから浄化ガス収集
チャネルまで浄化ガスを供給するときに通る浄化ガスチャネルを含み、浄化ガス収集チャ
ネルが、同様に少なくとも１つのもう一つのフィルター装置の浄化ガスも収容しそれを例
えばブロワおよび／または空調装置（詳細には冷却器および／または加湿器）などの下流
側システム部品に供給することが有利である。
【００１８】
　この場合のように、浄化ガス収集チャネルおよび浄化ガス収集チャネルの下流側に配置
された塗装設備の構成要素の汚染を可能なかぎり少なく保つためには、フィルター装置の
安全フィルターを、浄化ガス収集チャネル内への浄化ガスチャネルの接合部の上流側に配
置することが有利である。
【００１９】
　オーバースプレー粒子を含む粗ガス流から塗料オーバースプレーを分離するための装置
のフィルター装置の全てに、好ましくは、浄化ガス収集チャネル内への関連するフィルタ
ー装置のそれぞれの浄化ガスチャネルの接合部の上流側に配置されているタイプの安全フ
ィルターが具備される。
【００２０】
　これにより、特定のフィルター装置におけるフィルター破断の場合、このタイプのフィ
ルター装置に付随する各安全フィルターに特定のフィルター装置を通過する粗ガス流の一
画分のみを確実に濾過させるようにすることができる。
【００２１】
　その結果として、各フィルター装置の安全フィルターを比較的小さく保つことができる
。
【００２２】
　オーバースプレー粒子を含む粗ガス流から塗料オーバースプレーを分離するための複数
のフィルター装置の各々は、専用の入口チャネルを有し、これを通って粗ガス流のそれぞ
れの画分をそれぞれのフィルター装置に供給することができる。
【００２３】
　さまざまなフィルター装置に供給される粗ガス流の画分は、好ましくは互いに実質的に
同じサイズであり、そのため、これらのフィルター装置に付随する安全フィルターも同様
に、さまざまなフィルター装置を通る体積流量が実質的に均一であるために、実質的に同
じサイズにすることができ、したがって安全フィルターのサイズは規格化可能となる。
【００２４】
　その結果、好ましいことに、同じ安全フィルター要素を伴う同じタイプの安全フィルタ
ーを、オーバースプレー粒子を含む粗ガス流から塗料オーバースプレーを分離するための
フィルター装置の全てのフィルター装置のために使用することができる。
【００２５】
　本発明の好ましい構成においては、予め安全フィルターを取外すことなくフィルター装
置から少なくとも１つのフィルター要素を取外すことができるような形で、フィルター装
置上に少なくとも１つの安全フィルターが配置されるようになっている。こうして、フィ
ルター装置上に安全フィルターが組込まれていることによって、フィルター装置のフィル
ター要素の組立ておよび分解ならびにメンテナンスおよび修理がより困難にならないよう
に保証される。
【００２６】
　フィルター装置の全ての安全フィルターは好ましくは、予め安全フィルターの１つを取
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外すことなく全てのフィルター要素がフィルター装置から取外し可能となるような形で、
フィルター装置上に配置される。
【００２７】
　基本的に、安全フィルターとして、粗ガス流内に同伴された粒子を濾過するのに好適で
ありかつフィルター破断の場合に安全フィルターを通して誘導される体積流量に耐える任
意のタイプのフィルター要素を使用することができる。
【００２８】
　安全フィルターは好ましくは少なくとも１つの乾式フィルター、換言すると乾式濾過を
実施するように構成されているフィルターを含む主フィルターを含む。乾式濾過は、フィ
ルター内を通過するガス流の濾過であり、浄化液を用いた洗浄は無く行なわない。ただし
これによって、濾過すべき材料そして該当する場合には補助濾材のフィルター上での濾過
中に形成される層を液体浄化媒体の適用によって洗い流すことが排除されるわけではない
。
【００２９】
　安全フィルターは、好ましくは専ら乾式フィルターを含む。
【００３０】
　乾式濾過は、フィルター内を流れるガス流の温度および湿度がここでほぼ恒常にとどま
り、こうしてフィルターを通るガス流を、フィルター通過後にその温度および／またはそ
の湿度に関してさらに状態調節する必要がないという利点を提供する。
【００３１】
　安全フィルターは、例えばバッフルフィルター、ポケットフィルター、バッグフィルタ
ー、マットフィルター、プレートフィルターおよび／またはチューブフィルターを含んで
いてよい。
【００３２】
　安全フィルターは、浄化ガス流の流路内に常時配置され、安全フィルターを通過するガ
ス流を濾過するために活動状態になる。
【００３３】
　代替としてまたは付加的に、この目的で、フィルター要素におけるフィルター破断の場
合に少なくとも１つの安全フィルターを、フィルター要素を通って到達する粗ガスの濾過
のために活動化させることができるようにしてもよい。これにより、特定の安全フィルタ
ーが、主フィルターのフィルター要素によってすでに濾過された浄化ガスを再度濾過せず
、フィルター装置のフィルター要素の少なくとも１つにおけるフィルター破断の場合に、
主フィルタを通って到達する粗ガスのその場合必要な濾過のためにのみ活動化またはオン
切換される、という利点が得られる。その結果、フィルター装置の正常な動作状態におい
て、フィルター装置の浄化ガス側での流れ抵抗の不要な増加が回避される。
【００３４】
　フィルター破断の場合の、このタイプの安全フィルターの活動化は、例えば少なくとも
１つの安全フィルターが、フィルター装置の正常な動作状態において浄化ガスの流路外の
スタンバイ位置に配置されかつ好適な移動装置を用いて、フィルターが破断した場合にフ
ィルター装置の主フィルターを通って到達する粗ガスの流路内の作業位置に移動し得る少
なくとも１つの安全フィルター要素を含んでいることによって、発生する。
【００３５】
　移動装置は好ましくは、少なくとも１つの安全フィルター要素の移動のためのモーター
駆動機構を有する。
【００３６】
　フィルター破断の場合に機械的移動装置を用いて流路内に移動させることのできる安全
フィルター要素は、例えば、フィルタープレート、ポケットフィルターまたはバッフルフ
ィルターとして構成されてよい。
【００３７】
　これに対し代替的にまたは付加的に、安全フィルターは、フィルター装置の正常な動作
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状態では濾過済み浄化ガスに対し実質的に透過性を有し、かつフィルター破断の場合にの
み好適な濾材が（好ましくは自動的に）充填される少なくとも１つの安全フィルター要素
を含むことによっても、活動化可能であってよい。
【００３８】
　例えば、このタイプの安全フィルター要素は、フィルター破断の場合に濾材タンク由来
の濾材、例えば必要分の濾材粒子が充填される、詳細にはネットまたはグリッドの形をし
た濾材レセプタクルを含んでいてよい。
【００３９】
　フィルター破断の場合にこのタイプの安全フィルター要素を充填するための好適な濾材
は、例えば砂利、砂、鉄切削片などである。
【００４０】
　これに対して代替的にまたは付加的に、安全フィルターは同様に、それが、フィルター
破断の場合に電圧を印加することによって活動化可能である少なくとも１つの安全フィル
ター要素を含んでいるような形で、フィルター破断の場合に活動化可能であってもよい。
【００４１】
　このタイプの安全フィルター要素は、詳細には、静電フィルターとして構成されてもよ
い。
【００４２】
　損傷時にのみ活動化可能な安全フィルターを使用する場合には、安全フィルターを所定
の時間内に活動化できるように、あるいは常時活動状態にある安全フィルターの場合には
塗装設備の運転要員に警告できるようにおよび／またはフィルター装置の浄化ガス側に到
達する粗ガスがどれほどの時間にわたり安全フィルターに負荷されるかを判定できるよう
に、フィルター装置にはフィルター要素におけるフィルター破断を検出するための少なく
とも１つの検出装置が含まれていると有利である。
【００４３】
　このタイプの検出装置は、例えば粒子計数器、圧力損失測定装置、主フィルターの少な
くとも１つのフィルター要素の流れ抵抗を測定するためのフィルター抵抗測定装置、およ
び／または少なくとも１つの安全フィルターの流れ抵抗を測定するためのフィルター抵抗
測定装置を含んでいてよい。
【００４４】
　本発明の好ましい構成においては、さらに、粗ガス流を濾過するために補助濾材が使用
され、フィルター装置の動作中、フィルター装置の少なくとも１つのフィルター要素に障
壁層が具備され、この障壁層が補助濾材を格納するようになっている。
【００４５】
　その結果、詳細には液体塗料を使用する場合、湿った液体塗料のオーバースプレーが直
接フィルター要素の表面上に到達することが妨げられる。むしろ、液体塗料オーバースプ
レーは補助濾材により拘束され、かつ／または補助濾材は、湿った流体塗料オーバースプ
レーとフィルター表面の間に障壁層を形成する。
【００４６】
　本明細書における「流体塗料」という用語は、（「粉末塗料」という用語とは対照的に
）、液体からペースト状（例えばＰＶＣ塗料の場合）に至るまで、流動性稠度を有する塗
料を指している。詳細には、「流体塗料」という用語は、「液体塗料」および「湿潤塗料
」という用語を含む。
【００４７】
　詳細には、石灰、岩石粉末、ケイ酸アルミニウム、酸化アルミニウム、酸化ケイ素、粉
末塗料などが、補助濾材として考えられる。
【００４８】
　本発明はさらに、オーバースプレー粒子を含む粗ガス流から塗料オーバースプレーを分
離する方法において、
　粗ガス流の少なくとも一部を少なくとも１つのフィルター要素に供給するステップであ
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って、供給される粗ガス流がこのフィルター要素を用いて濾過されるステップと、
　フィルター要素を用いて濾過された粗ガス流を浄化ガス流として浄化ガスチャンバに供
給するステップと、
を含む方法にも関する。
【００４９】
　本発明は、オーバースプレー粒子を含む粗ガス流から塗料オーバースプレーを分離する
ためのこのタイプの方法において、フィルター装置の少なくとも１つのフィルター要素で
フィルターが破断した場合に、フィルター装置を格納する塗装設備のフィルター装置の下
流側にある領域およびフィルター装置の浄化ガス側の汚染が可能なかぎり低く保たれる方
法を提供するというさらなる目的に基づいている。
【００５０】
　この目的は、本発明よると、クレーム１５の序の部分の特徴を有するオーバースプレー
粒子を含む粗ガス流から塗料オーバースプレーを分離する方法において、少なくとも１つ
のフィルター要素においてフィルターが破断した場合に、浄化ガスチャンバに供給される
粗ガス流が、フィルター要素の下流側に配置され浄化ガスチャンバに付随する安全フィル
ターを用いて濾過されることによって達成される。
【００５１】
　本発明に係るフィルター装置は、詳細には、オーバースプレー粒子を含む粗ガス流から
塗料オーバースプレーを分離するために本発明に係る方法を実施するために好適である。
【００５２】
　フィルター破断の場合に汚染される浄化ガスチャンバと安全フィルターの間のガス流路
の区分の長さは、本発明に係るフィルター装置および本発明に係る方法によって最小限に
抑えられる。
【００５３】
　主フィルターのフィルター要素と安全フィルターの間には、フィルター破断の場合に汚
染され得る機械部品を一切配置しないのが好ましい。
【００５４】
　個別のフィルター装置の浄化ガスチャンバに付随する安全フィルターは、浄化ガス収集
チャネル内または収集用循環空気チャネル内に配置されると考えられる安全フィルターよ
り小さいサイズを有していてよい。
【００５５】
　安全フィルターは、わずかな所要空間を追加するだけで、フィルター破断の場合に粗ガ
ス由来の粒子の安全な乾式堆積を可能にする。
【００５６】
　既存の塗装設備を改造する場合、個々のフィルター装置の浄化ガスチャンバに付随する
安全フィルターを容易に追加することができ、その結果として浄化ガス収集チャネル内ま
たは収集用循環空気チャネル内に安全フィルターのための追加の空間が必要になることは
ない。
【００５７】
　安全フィルターは、フィルターレセプタクルの後の考えられる任意の位置に配置されて
よい。詳細には、これを、浄化ガスチャンバ内、浄化ガスチャンバ上、浄化ガスチャンバ
の下または浄化ガスチャンバの後に水平に配置してもよい。
【００５８】
　安全フィルターは、フィルター装置の主フィルターのフィルター要素の分解を妨害しな
い形で配置されてよい。
【００５９】
　安全フィルターに対応して形成されるレセプタクルは、安全フィルターの容易な設置お
よび分解ならびにメンテナンス目的での安全フィルターへの容易なアクセスを可能にする
。
【００６０】
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　これは例えば、安全フィルターを流入方向に対し垂直にフレームから引き抜くことがで
きることによって可能にされてよい。
【００６１】
　これに対して代替的にまたは付加的に、安全フィルターを、ガス流の流路から、詳細に
はチャネルアセンブリからフレームと共に引き抜きできるようにすることも可能である。
【００６２】
　例えば、安全フィルターは、Ｆ５ポケットフィルターを含んでいてよい。
【００６３】
　安全フィルターは、安全フィルターがより高い接触抵抗を有する場合にそれを記録する
監視装置を備えていてよい。こうして、フィルター破断の場合にフィルター装置の浄化ガ
ス側に到達する粗ガス由来の粒子が安全フィルター上に堆積した時点で安全フィルターの
流れ抵抗は増大することから、フィルターの破損を間接的に記録することができる。
【００６４】
　安全フィルター上でのフィルター被覆の検出は、粒子放出測定と組合わせてもよい。こ
うして、フィルター装置の主フィルターにおける破断を早期に認識することができる。
【００６５】
　粒子放出測定は、独立して、換言すると追加のフィルター抵抗測定無く、フィルター破
断を検出するために使用してもよい。
【００６６】
　安全フィルターは、常時活動状態にあってもよいし、あるいはフィルター装置の主フィ
ルターにおける破断の場合に活動化可能であってもよい。
【００６７】
　主フィルターにおける損傷の検出は、例えば、粒子計数器によって、主フィルターを横
断する圧力損失の変化によってかつ／または圧縮空気を用いて浄化されている場合には主
フィルターのフィルター要素の抵抗の変化によって、検出されてよい。
【００６８】
　フィルター破断が検出された時点で、安全フィルター段をオンに切換えてよい。こうし
て、フィルター装置の正常な動作中に必要な圧力損失は最小限におさえられ、同時に、フ
ィルター破断の場合の汚染に対して必要な安全性が確保される。
【００６９】
　本発明に係るフィルター装置の安全フィルターは、主フィルターのフィルター要素に対
し局所的に配置される。
【００７０】
　主フィルターとそれに付随する安全フィルターの間にはさらなる浄化ガス流が付加され
ないことが好ましく、したがって安全フィルターはそれぞれに付随するフィルター装置を
通過する部分ガス流に対して調整されるだけでよい。
【００７１】
　フィルター破断の場合に粗ガス流由来の粒子によって汚染される、破断点と安全フィル
ターの間のガスチャネル距離は、安全フィルターがフィルター装置の主フィルターの少な
くとも１つのフィルター要素に隣接して配置されていることによって、小さく保たれる。
【００７２】
　主フィルターの少なくとも１つのフィルター要素とそれに付随する安全フィルターの間
のガス流の流路内には、ファン、センサーまたは空調装置（例えば冷却器および／または
加湿器など）は一切配置されない。
【００７３】
　本発明のさらなる特徴および利点は、以下の実施形態の説明および図解の対象となって
いる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】浄化ガスチャンバとフィルターモジュールの浄化ガスチャンバに付随する安全フ
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ィルターとを含む、オーバースプレー粒子を含む粗ガス流から流体塗料オーバースプレー
を分離するための装置のフィルターモジュールの概略的斜視図を示す。
【図２】安全フィルターを伴う図１由来のフィルターモジュールを通る概略的垂直断面を
示し、ここでは浄化ガス収集チャネルおよび浄化ガスチャネルが、フィルターモジュール
の浄化ガスチャンバを排ガス収集チャネルに連結している。
【図３】安全フィルターを伴うフィルターモジュールの概略図を示し、ここでこの安全フ
ィルターは浄化ガスの流路内に常時配置されており、フィルター破断は粒子計数器および
／または差圧測定を用いてフィルターモジュールのフィルター要素において検出されてい
る。
【図４】安全フィルターを伴うフィルターモジュールの図３に対応する概略図を示し、こ
こで安全フィルターはフィルターモジュールの正常な動作中濾材を一切格納せず、濾材タ
ンクに連結されており、フィルターモジュールのフィルター要素においてフィルターが破
断した場合、このタンクから安全フィルターに濾材を供給することができる。
【図５】安全フィルターを伴うフィルターモジュールの図３および４に対応する概略図を
示し、ここで安全フィルターは、フィルターモジュールのフィルター要素においてフィル
ターが破断した場合オンに切換えることのできる静電フィルターとして構成されている。
【図６】安全フィルターを伴うフィルターモジュールの図３～５に対応する概略図を示し
、ここで安全フィルターは、フィルターモジュールの正常な動作中浄化ガス流の流路外に
配置されており、フィルターモジュールのフィルター要素におけるフィルター破断の場合
には、ガス流の流路内に移動装置により移動させられるように構成されており、安全フィ
ルターは、それがフィルターモジュールの正常な動作中にとる休止位置で示されている。
【図７】流路内に移動させられように構成された安全フィルターを伴うフィルターモジュ
ールの図６に対応する概略図を示し、ここで安全フィルターは、それがフィルターモジュ
ールのフィルター要素におけるフィルター破断の場合にとる作業位置で示されている。
【発明を実施するための形態】
【００７５】
　同じまたは機能的に同等の要素は、全ての図において同じ参照番号で呼称されている。
【００７６】
　全体として１００という番号で呼称され図１～３で図示されている、流体塗料オーバー
スプレーを粗ガス流から分離するための装置は、以上の記述ではフィルター装置とも呼ば
れている１つ以上のフィルターモジュール１０２を含むが、そのうちの１つが図１～３に
示されている。
【００７７】
　流体塗料オーバースプレーを分離するための装置１００は、例えば塗装用ロボットなど
の形をした吹きつけ塗装装置（図示せず）を用いて塗布領域において塗装される、例えば
車両のボディなどの塗装設備の塗布領域を通って移動させられるワークピースに吹き付け
塗装を行うための塗装設備の一構成要素を成す。
【００７８】
　塗布領域に充満しオーバースプレー粒子の形で塗料オーバースプレーを吸収する空気流
は、循環空気回路を用いて生成される。この場合「粒子」という用語は、個体および液体
粒子の両方、特に液滴を含む。
【００７９】
　流体塗料を使用する場合、流体塗料オーバースプレーは、塗料の液滴で構成される。オ
ーバースプレー粒子の大部分は、約１μｍ～約１００μｍという領域内の最大直径を有す
る。
【００８０】
　塗布領域からのオーバースプレー粒子が装填された排気流を、以下では粗ガス流１０４
と呼ぶ。粗ガス流の流れ方向は、図２および３において、１０４と呼ばれる矢印で示され
ている。
【００８１】
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　粗ガス流１０４は、粗ガス流から流体塗料オーバースプレーを分離するために塗布領域
から到達し、装置１００は、好ましくは塗布領域の下に配置されている。
【００８２】
　装置１００のフィルターモジュール１０２は、詳細には、フローチャンバーの２つの互
いに相対する側にある２つのモジュール横列の中にあってよく、その１つの垂直側壁１０
５が図２に示されている。
【００８３】
　オペレータが上を歩くことのできるキャットウォーク１０６が、モジュールの２本の横
列の間に具備されている（図２参照）。
【００８４】
　フィルターモジュール１０２の各々は好ましくは、流体塗料オーバースプレーを分離す
るための装置１００と塗装設備の組立てサイトから遠隔のサイトにおいて生産され塗装設
備の組立てサイトまでユニットとして輸送される予め組立てられたユニットとして構成さ
れる。組立てサイトにおいて、予め組立てられたユニットは、具備された作業位置に配置
され、１つ以上の隣接する予め組立てられたユニットおよび塗布領域の支持機構に連結さ
れている。
【００８５】
　各フィルターモジュールは、２本の垂直後部支持体１１０と２本の垂直前部支持体１１
２からなる支持構造１０８を含み、これらの支持体は、各々の場合において後部支持体１
１０の一方に水平横方向ウェブ１１４により連結されている。
【００８６】
　さらに、前部支持体１１２および後部支持体１１０は、各々の場合において、水平横方
向ウェブ（図示せず）によりその上端部で互いに連結されている。
【００８７】
　フィルターモジュール１３２はさらに、ハウジング１１６を含んでおり、このハウジン
グが、ハウジング１１６内部に配置されているフィルターモジュール１０２のフィルター
要素収容空間１１８を、ハウジング１１６の外側にあるフローチャンバの領域１２０から
分離している。
【００８８】
　支持機構１０８上に保持されている浄化ガスチャンバ１２４から水平方向に突出する複
数のフィルター要素１２２が、フィルターモジュール１３２のフィルター要素収容空間１
１８内に配置されている。
【００８９】
　フィルター要素１２２は、例えば、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）製の膜が
その外部面に具備された焼結ポリエチレン製のプレートとして構成されてよい。
【００９０】
　ＰＴＦＥ製膜は、フィルター要素１２２の第１のフィルター等級を上げるため（換言す
るとその透過性を低下させるため）、そしてさらにフィルター要素１２２の表面上に粗ガ
ス流１０４から分離された流体塗料オーバースプレーが常時接着するのを防ぐために、使
用される。
【００９１】
　さらにフィルター要素１２２の膜は、好ましくは例えば黒鉛などの導電性構成要素を含
み、こうして、フィルター要素１２２からの静電荷の伝導およびフィルター要素１２２の
静電気防止特性が確保される。
【００９２】
　フィルター要素１２２の基本材料およびそのＰＴＦＥ膜は両方共、多孔性を有し、こう
して粗ガスは細孔を通ってそれぞれのフィルター要素１２２の内部にそしてそこから浄化
ガスチャンバ１２４内へと到達することができるようになっている。
【００９３】
　フィルター表面の目詰まりを防止するために、これらの表面にはさらに、粗ガス流１０
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４内に放出される補助濾材を格納する障壁層が具備されている。好ましくは微粒子である
この補助濾材は一般に、「プレコート」材料とも呼ばれる。
【００９４】
　装置１００の動作中、障壁層は、粗ガス流１０４中に放出された補助濾材をフィルター
表面上に堆積させることによって形成し、接着する流体塗料オーバースプレーによるフィ
ルター表面の目詰まりを防止する。
【００９５】
　基本的に、流体塗料オーバースプレーの液体画分を吸収することのできる濾材として、
およびオーバースプレー粒子上に蓄積しひいてはこれらの粒子の接着性を取り去るために
、任意の媒体を使用することができる。
【００９６】
　詳細には、例えば石灰、岩石粉末、ケイ酸アルミニウム、酸化アルミニウム、酸化ケイ
素、粉末塗料などが、考えられる補助濾材である。
【００９７】
　補助濾材は好ましくは、例えば約１０μｍ～約１００μｍの範囲内の平均直径を有する
多数の補助的材料粒子で構成される。
【００９８】
　図２を見ればわかるように、ハウジング１１６は、実質的に水平な上面壁１２６と上面
壁１２６の前縁１３２から下向きに延在する前方壁１２８とを含む。
【００９９】
　ハウジング１１６の前方壁１２８は、上面壁１２６の前縁１３２から前方壁１２８の前
縁１３４まで延在する上部前方壁部分と、前縁部１３４から下向きに下部前方壁縁部１３
８まで延在する下部前方壁部分１３６とを含む。
【０１００】
　下部前方壁部分１３６は、フィルターモジュール１０２の入口チャネル１４０の上限を
形成し、このチャネルを通って粗ガス流１０４の一部が対応するフィルターモジュール１
０２内に入る。
【０１０１】
　補助濾材が塗装設備の塗布領域内に到達する危険無く補助濾材を粗ガス流１０４に付加
できるように、各フィルターモジュール１０２には補助濾材収容用コンテナ１４２が具備
されており、このコンテナは支持機構１０８上に保持され、例えば逆角錐台の形の漏斗状
設計を有する（図１及び２参照）。
【０１０２】
　例えば、補助濾材収容用コンテナ１４２の例えば４つの台形側壁１４４の上縁部は、補
助濾材収容用コンテナ１４２のアクセス開口部１４６を取り囲み、この開口部を通って、
オーバースプレーが負荷された粗ガス流１０４は補助的材料収容用コンテナ１４２の中に
入ることができ、かつそこから再び脱出することができる。
【０１０３】
　フィルターモジュール内に進入する粗ガス流を、補助濾材収容用コンテナ１４２の内部
１４８に向かって特定的に偏向させるため、およびフローチャンバからの粗ガス流がフィ
ルター要素１２２に直接出入りするのを防ぐために、各フィルターモジュール１０２には
、上向きにはハウジング１１６の下部前方壁部分１３６により画定され下向きにはアクセ
ス可能なキャットウォーク１０６の側壁１５０により画定されている入口チャネル１４０
が具備される。
【０１０４】
　小さな入口横断面ひいては入口チャネル１４０内の粗ガス流１０４の高い流速は、閉鎖
ボックスを形成するフィルターモジュール１０２の内部からフローチャンバ内へそしてそ
こから塗装設備の塗布領域内へ補助濾材が到達するのを効果的に防ぐ。したがって、補助
濾材収容用コンテナ１４２内の補助濾材の旋回およびフィルター要素１２２の浄化は、フ
ィルターモジュール１０２に対する粗ガスの供給無しであるいはさらに塗布領域内の吹き
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付け塗装装置の動作を中断する必要無く、所望の時点で行うことができる。
【０１０５】
　さらに、粗ガス流１０４は、補助濾材収容用コンテナ１４２内に誘導されながら入口チ
ャネル１４０から離れることから、補助濾材収容用コンテナ１４２の内部１４８で、粗ガ
ス流１０４の偏向が確実に発生する。その結果、補助濾材収容用コンテナ１４２内にある
備蓄から圧縮空気ノズル（図示せず）からの圧縮空気パルスによる補助濾材の旋回から生
成される適量の補助濾材が、粗ガス流１０４により同伴され、補助濾材収容用コンテナ１
４２から出てフィルター要素１０２まで運ばれる。
【０１０６】
　粗ガス流１０４が同伴する補助濾材および粗ガス流１０４が同伴する流体塗料オーバー
スプレーは、フィルター要素１２２のフィルター表面上に堆積され、フィルター要素１２
２を用いて濾過された粗ガスは、浄化ガスチャンバ１５２の内部１５２と流体連通するフ
ィルター要素１２２の内部に多孔質フィルター表面を通って浄化ガスとして到達する。
【０１０７】
　フィルターモジュール１０２のフィルター要素１２２は図示されていない図１から最も
良くわかるように、フィルターモジュール１０２のフィルター要素収容用空間１１８に面
する浄化ガスチャンバ１２４の前方側面１５４上に形成されているのは、フィルター要素
レセプタクル１５６であり、これは、収容用開口部１５８とフィルター要素ホルダー１６
０を含み、したがって、フィルター要素１２２は、フィルター要素ホルダー１６０上に保
持され、そこから収容用開口部１５８を通してフィルター要素収容用空間１１８内まで延
在することができる。
【０１０８】
　同じフィルターモジュール１０２の全てのフィルター要素１２２由来の濾過済み浄化ガ
スは、浄化ガスチャンバ１２４内で収集される。
【０１０９】
　図２から最もよくわかるように、この収集された浄化ガスは、フローチャンバの外側に
配置された浄化ガス収集チャネル１６４に１本以上の浄化ガスチャネル１６２を通って到
達する。
【０１１０】
　フローチャンバの互いに相対する側に配置されている複数のそれぞれのフィルターモジ
ュール１２２からの２つのモジュール横列のうちの１本の横列のフィルターモジュール１
０２の浄化ガスチャネル１６２は、各々の場合において、フローチャンバのいずれかの側
に配置された浄化ガス収集チャネルの各々の中へと開放している。
【０１１１】
　流体塗料オーバースプレーが浄化された浄化ガスは、フローチャンバのいずれかの側に
配置された浄化ガス収集チャネル１６４から排気ブロワ（図示せず）に到達し、そのため
に、浄化ガスは冷却用スタック（図示せず）および供給ライン（図示せず）を経由して、
いわゆるプレナムである塗布領域より上に配置されたエアチャンバ（図示せず）に供給さ
れる。
【０１１２】
　このエアチャンバから、浄化済みの排気はフィルターカバーを経由して塗布領域内に浄
化ガスとして到達し、したがって、塗装設備を通る循環空気回路は閉鎖される。
【０１１３】
　フィルター要素１２２を用いた粗ガス流１０４からの流体塗料オーバースプレーの分離
は、乾式で、換言すると浄化液での洗浄無しで行なわれることから、循環空気回路内を誘
導される空気は、流体塗料オーバースプレーの分離中に湿らされず、したがって、循環空
気回路内を誘導される空気を除湿するためにいかなる種類の装置も必要とされない。その
上、洗浄－浄化液から流体塗料オーバースプレーを分離するためのいかなる装置も必要と
されない。
【０１１４】
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　フィルター要素１２２は、流体塗料オーバースプレーが負荷された時点および補助濾材
が既定量に到達した時点で、圧縮空気パルスにより特定の時間的間隔で浄化される。
【０１１５】
　所要圧縮空気パルスは、各フィルターモジュール１０２の浄化ガスチャンバ１２４上に
配置されているパルス発生ユニット１６６を用いて生成される。生成された圧縮空気パル
スは、浄化ガスチャンバ１２４の内部１５２からフィルター要素１２２の内部に到達し、
そこから多孔質フィルター表面を通って、それぞれのフィルターモジュール１０２のフィ
ルター要素収容用空間１１８内に到達し、フィルター表面上に形成され補助濾材で作られ
た障壁層およびその上に堆積した流体塗料オーバースプレーは、フィルター表面から脱離
され、したがって、フィルター表面はその浄化された原初の状態に戻される。
【０１１６】
　補助濾材と流体塗料オーバースプレーの浄化された混合物は、補助濾材収容用コンテナ
１４２内に落下し、そこから粗ガス流１０４内に到達し、この粗ガス流によって再びフィ
ルター要素１２２まで運ばれる。
【０１１７】
　補助濾材収容用コンテナ１４２内の混合物中の塗料オーバースプレーの画分が、上限閾
値に達した時点で、補助濾材と塗料オーバースプレーの混合物は吸引により、補助濾材収
容用コンテナ１４２から抽出され、新鮮な補助濾材により置換される。
【０１１８】
　図２および３を見ると最も良くわかるように、安全フィルター１６８には各々の場合に
おいて各フィルターモジュール１０２の浄化ガスチャンバ１２４が付随している。安全フ
ィルター１６８は、浄化ガスの流路内でフィルターモジュール１０２のフィルター要素１
２２の下流側に配置される。この流路は、図２および３において矢印１６９により表わさ
れている。
【０１１９】
　フィルター要素１２２の少なくとも１つにおいてフィルターが破断した場合（換言する
と、流体塗料オーバースプレーおよび補助濾材が負荷されたままの状態の未濾過の粗ガス
が、フィルター要素収容用空間１１８からフィルター要素１２２の清浄側までそしてそこ
から浄化ガスチャンバ１２４内へとその中を通って移行できる特定のフィルター要素１２
２に対して機械的損傷が発生した場合）、安全フィルター１６８を用いて、清浄側に到達
した粗ガスの濾過を実施し、こうして清浄側に到達した流体塗料オーバースプレーおよび
清浄側に到達した補助濾材を、清浄側に到達した粗ガスから分離することができ、したが
って、流体塗料オーバースプレーおよび補助濾材は、安全フィルター１６８の下流側にあ
る浄化ガスチャネル１６２および浄化ガス収集チャネル１６４の領域内に到達することが
できず、これらの領域を汚染する可能性はない。
【０１２０】
　詳細には、フィルター破断の場合、安全フィルター１６８は、浄化ガス収集チャネル１
６４内および浄化ガス収集チャネル１６４の下流側にある循環空気回路の領域内のファン
およびセンサーならびに空調装置（詳細には冷却器および／または加湿器）の汚染を防止
する。
【０１２１】
　図１～３に示された実施形態において、安全フィルター１６８は、浄化ガス流の流路１
６９内に常時組込まれており、したがって浄化ガス流から流体塗料オーバースプレーを分
離するための装置１００の正常な動作時には安全フィルター１６８を通って流れが存在し
、浄化ガス流は安全フィルター１６８によって再濾過される。
【０１２２】
　この実施形態において、安全フィルター１６８は例えば１つ以上のポケットフィルター
を含んでいてよい。
【０１２３】
　これらは、例えば直径０．４μｍの粒子の場合４０％～６０％の濾過効率を有するＦ５
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ポケットフィルターであってよい。
【０１２４】
　各々のポケットフィルターは、例えば、約６００ｍｍ×６００ｍｍの規模の流動面を有
していてよい。
【０１２５】
　ポケットフィルターの代替案として、バッグフィルター、マットフィルター、プレート
フィルターおよび／またはチューブフィルターも使用されてよい。
【０１２６】
　基本的には、安全フィルター１６８を通って誘導される体積流量に耐える任意のタイプ
のフィルターが好適である。
【０１２７】
　好ましくは乾式フィルター、換言すると乾式濾過つまり浄化液での洗浄無く行なわれる
フィルターを通過するガス流の濾過を実施するように構成されているタイプのフィルター
が、使用される。
【０１２８】
　このタイプの乾式濾過は、フィルターを通って流れるガス流の温度および湿度が、少な
くともおおよそ恒常にとどまり、したがってフィルターを通過するガス流をフィルター通
過後のその温度および／またはその湿度に関して追加で状態調節する必要がない、という
利点を提供する。
【０１２９】
　安全フィルター１６８は、単純なバッフルプレートも含んでいてよく、そのバッフル全
体にわたり、濾過すべき生成物（詳細には流体塗料オーバースプレーおよび補助濾材）を
堆積させることができる。
【０１３０】
　安全フィルター１６８は基本的に、フィルター要素レセプタクル１５６の下流側のあら
ゆる考えられる位置に位置づけされてよい。
【０１３１】
　詳細には、安全フィルター１６８を、浄化ガスチャンバ１２４の内部１５２内、浄化ガ
スチャンバ１２４の上、浄化ガスチャンバ１２４の下または浄化ガスチャンバ１２４に水
平方向に隣接して配置してよい。
【０１３２】
　安全フィルター１６８は、好ましくは、浄化ガスチャンバ１２４の１つ以上の壁の上に
配置される。
【０１３３】
　図１に示された実施形態において、安全フィルター１６８は、浄化ガスチャンバ１２４
の下壁１７０上に配置されている。
【０１３４】
　この実施形態において、浄化ガスチャンバ１２４の下壁１７０は、安全フィルター１６
８の各安全フィルター要素１７２のためのそれぞれの収容用開口部を有し、この収容用開
口部の中で、対応する安全フィルター要素１７２は、フレーム１７４が浄化ガスチャンバ
１２４の内部１５２に面する浄化ガスチャンバ１２４の下壁１７０の内側に載りかつ安全
フィルター要素１７２が収容用開口部を通って浄化ガスチャンバ１２４に隣接する浄化ガ
スチャネル１６２の領域内へと延在するような形でフレーム１７４が安全フィルター要素
１７２をとり囲んでいる状態で、懸吊されている。
【０１３５】
　図１に示された実施形態において、安全フィルター要素１７２の各々は、それぞれのフ
ィルター１７６のフレーム１７４にその上縁部で固定されている蛇腹状に折畳まれた濾材
１７８を含むポケットフィルター１７６として構成されている。
【０１３６】
　安全フィルター要素１７２は、それぞれの付随する収容用開口部から垂直方向上向きに
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容易に持ち上げられ、メンテナンス開口部１８０を通って浄化ガスチャンバ１２４から取
外されて、特に粗ガスの濾過のためのフィルター要素１２２の１つにおけるフィルター破
断の場合に対応する安全フィルター要素１７２が求められた時点で所要の別の安全フィル
ター要素１７２と交換することができる。
【０１３７】
　例えばフィルター要素収容用空間１１８から遠隔の浄化ガスチャンバ１２４の後方側１
８２に、１つ以上のメンテナンス開口部１８０が具備されていてよい。
【０１３８】
　流体塗料オーバースプレーを分離するための装置１００の動作中、このタイプのメンテ
ナンス開口部は、好ましくはカバーまたはドアを用いて閉鎖されている。
【０１３９】
　フィルターモジュール１０２の主フィルターを形成するフィルター要素１２２も同様に
、メンテナンス開口部１８０を通してフィルターモジュール１０２から取外し可能である
。
【０１４０】
　こうして、安全フィルター要素１７２は、浄化ガスチャンバ１２４の境界壁の上、詳細
にはその下壁１７０の上に、フィルターモジュール１０２からのフィルター要素１２２の
分解、詳細にはメンテナンス開口部１８０を通した実質的に水平な方向でのフィルター要
素１２２の引き抜きが安全フィルター要素１７２の存在によって妨げられないような形で
、構成され配置される。
【０１４１】
　フィルター要素１２２の１つにおけるフィルター破断の場合、損傷を受けたフィルター
要素１２２は、可能なかぎり早く交換されて、下流側安全フィルター１６８の過負荷を回
避すべきである。
【０１４２】
　したがって、このタイプのフィルター破断を可能なかぎり早期に検出することが有利で
ある。
【０１４３】
　フィルター要素１２２により形成されるフィルターモジュール１０２の主フィルターに
対する損傷は、例えば浄化ガスチャンバ１２４の内部１５２でフィルター要素１２２の下
流側に配置され評価ユニット１８８に対し信号ライン１８６によって接続されている粒子
計数器１８４を用いて検出されてよい。このタイプの粒子計数器は、フィルター破断の場
合にフィルター要素１２２の清浄側に到達するオーバースプレー粒子および／または補助
濾材の粒子に応合する。
【０１４４】
　これに対し代替的にまたは追加的に、主フィルターに対する損傷は、主フィルターのフ
ィルター要素１２２の粗ガス側と浄化ガス側との間の圧力損失が検出されることで決定可
能である。
【０１４５】
　図３に概略的に示されているように、このタイプの差圧測定は例えば、フィルター要素
収容用空間１１８内に配置された第１の圧力センサー１９０および、例えば浄化ガスチャ
ンバ１２４の内部１５２でフィルター要素１２２の下流側に配置された第２の圧力センサ
ー１９２を用いて行なうことができる。
【０１４６】
　フィルター要素１２２を横断する差圧△ｐFを決定するための２つの圧力センサー１９
０および１９２に接続された差圧測定装置１９４を、評価ユニット１８８に対し信号ライ
ン１９６により接続することもできる。
【０１４７】
　フィルター要素１２２を横断する圧力損失の低下は、フィルター要素１２２の少なくと
も１つにおけるフィルター破断を表わす。
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【０１４８】
　圧力センサー１９０および１９２を使用して、パルス発生ユニット１６６の圧縮空気パ
ルスによる浄化中のフィルター要素１２２の流れ抵抗の変化を検出することも可能であり
、これも同様に、フィルター要素１２２の少なくとも１つにおけるフィルター破断を示す
。
【０１４９】
　さらに、上述の可能性に対して代替的にまたは付加的に、圧力損失の変化を安全フィル
ター１６８を横断して検出することによって、フィルター要素１２２の少なくとも１つに
おけるフィルター破断を検出することも同様に可能である。
【０１５０】
　例えば浄化ガスチャンバ１２４の内部１５２で安全フィルター１６８の上流側に配置さ
れた上流側圧力センサー１９８および、例えば浄化ガスチャンバ１６２内で安全フィルタ
ー１６８の下流側に配置された下流側圧力センサー２００を使用して、安全フィルター１
６８を横断する圧力損失△ｐｓを決定してもよい。
【０１５１】
　上流側圧力センサー１９８および下流側圧力センサー２００は、差圧測定装置２０２に
接続されてよく、この差圧測定装置はそれ自体、信号ライン２０４により評価ユニット１
８８に接続されてよい。
【０１５２】
　主フィルターのフィルター要素１２２の１つにおいてフィルターが破断した場合、フィ
ルター要素１２２の清浄側に到達する流体塗料オーバースプレーおよび補助濾材が安全フ
ィルター１６８の上流側に堆積し、それが安全フィルター１６８の流れ抵抗を増大させる
につれて、安全フィルター１６８を横断する差圧△ｐSは増大する。
【０１５３】
　粒子計数器１８４、主フィルター差圧測定装置１９４および／または安全フィルター差
圧測定装置２０２から伝送された信号に基づいて、評価ユニット１８８は、フィルター要
素１２２の少なくとも１つにフィルター破断が存在するか否かを判定し、フィルターが破
断している場合には、塗装設備の運転要員に対し警告信号または警告メッセージを生成し
、要員はこのとき、欠陥あるフィルター要素１２２の交換を実施することができる。
【０１５４】
　流体塗料オーバースプレーを分離するための装置１００の図４に示された第２の実施形
態と図１～３に示された第１の実施形態との違いは、第２の実施形態における安全フィル
ター１６８が、第１の実施形態の場合のように常時活動状態になく、フィルター要素１２
２によってすでに濾過された浄化ガスをフィルターモジュール１０２の正常な動作状態で
再濾過せず、損傷が発生した場合、換言するとフィルター要素１２２の少なくとも１つに
おけるフィルター破断の場合にのみ活動化またはオン切換えされるという点だけである。
【０１５５】
　この目的で、本実施形態内の安全フィルター１６８は少なくとも１つの安全フィルター
要素１７２を含み、この安全フィルター要素自体は、浄化ガスの流路１６９内に配置され
ているもののフィルターモジュール１０２の正常な動作状態ではまだ濾材を一切格納しな
い濾材レセプタクル２０６を含んでおり、こうして安全フィルター１６８は、フィルター
モジュール１０２の正常な動作状態では非常に小さい抵抗で内部を通過する浄化ガスに対
抗するにすぎない。
【０１５６】
　濾材レセプタクル２０６は、フラップ２１０を用いて閉鎖可能である濾材供給ライン２
０８により、濾材タンク２１２に連結され、この濾材タンクにはフィルターモジュール１
０２の正常な動作状態において好適な濾材、例えば砂利、砂、鉄切削片などが充填されて
いる。
【０１５７】
　フィルターモジュール１０２の正常な動作状態において、フラップ２１０は閉鎖され、
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したがって濾材が濾材タンク２１２から濾材レセプタクル２０６内に到達することはない
。
【０１５８】
　しかしながら、評価ユニット１８２が主フィルタのフィルター要素１２２の少なくとも
１つにおけるフィルター破断を検出した場合［流体塗料オーバースプレーを分離するため
の装置１００の制御装置（図示せず）により］フラップ２１０が開放されることで安全フ
ィルター１６８は活動化され、その時点で好ましくは重力によって濾材が濾材タンク２１
２から濾材レセプタクル２０６内に到達する。
【０１５９】
　フィルター要素１２２の清浄側に到達した粗ガス由来の補助的材料および流体塗料オー
バースプレーは、このとき、濾材レセプタクル２０６内に到達した安全フィルター１６８
の濾材上に堆積し、こうして安全フィルター１６８はその濾過作用を行う。
【０１６０】
　濾材レセプタクル２０６は例えば、フィルター破断の場合に、濾材タンク２１２からの
必要分の微粒子濾材で充填される粗目ネットとして構成されていてよい。
【０１６１】
　この実施形態では、安全フィルター１６８はフィルターモジュール１０２のフィルター
要素１２２の少なくとも１つにおいてフィルター破断が検出された場合のガス流の濾過の
ためにのみ活動化されることから、安全フィルター１６８を横断する差圧（△ｐS）はこ
の実施形態においてフィルター破断を検出するために使用され得ず、むしろこの場合フィ
ルター破断は粒子計数器１８４を用いておよび／または主フィルターのフィルター要素１
２２を横断する差圧△ｐFを用いて検出されなければならない。それでも、この実施形態
では、安全フィルター１６８の活動化の後安全フィルター１６８を横断する差圧△ｐSを
監視して、フィルター要素１２２の清浄側に到達する粗ガスから分離された補助濾材およ
び流体塗料オーバースプレーによる安全フィルター１６８のそれぞれの負荷を実証し、か
つ安全フィルター１６８がさらにどの程度の時間にわたり適正に動作し得るかを推定でき
ることも同様に実用的であるかもしれない。
【０１６２】
　その他の点では、流体塗料オーバースプレーを分離するための装置１００の図４に示さ
れた第２の実施形態は、構造および機能に関して、図１～３に示された第１の実施形態と
一致しており、この第１の実施形態についてのこの点に関する説明を参照されたい。
【０１６３】
　流体塗料オーバースプレーを分離するための図５に示された装置１００の第３の実施形
態と図４に示された第２の実施形態との違いは、安全フィルター１６８が、フィルターモ
ジュール１０２のフィルター要素１２２の少なくとも１つにおけるフィルター破断の場合
に濾材の充填によってではなく電圧の印加によって活動化されるという点にある。
【０１６４】
　すなわち、安全フィルター１６８はこの実施形態においては、放電電極２１６および１
つ以上の堆積電極２１８を含む静電フィルター２１４として構成されている。
【０１６５】
　電圧が放電電極２１６と堆積電極２１８の間に印加された場合、安全フィルター１６８
の電界内にフィルター要素１２２の清浄側に到達した粗ガス由来の粉塵粒子は、堆積電極
２１８の極性と反対に帯電し、堆積電極２１８によりひきつけられ、そこに堆積する。
【０１６６】
　評価ユニット１８８がフィルターモジュール１２２の少なくとも１つの上でフィルター
破断を検出した場合に、流体塗料オーバースプレーを分離するための装置１００の制御装
置によって安全フィルター１６８の電極に電圧が印加される。
【０１６７】
　安全フィルター１６８の電極に全く電圧が印加されないフィルターモジュール１０２の
正常な動作状態において、安全フィルター１６８は、実質的な接触抵抗により浄化ガス流
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【０１６８】
　その他の点では、流体塗料オーバースプレーを分離するための装置１００の図５に示さ
れた第３の実施形態は、構造および機能に関して、図４に示された第２の実施形態と一致
しており、この第２の実施形態についてのこの点に関する上述の説明を参照されたい。
【０１６９】
　流体塗料オーバースプレーを分離するための図６および７に示された装置１００の第４
の実施形態と図４に示された第２の実施形態との違いは、安全フィルター１６８がガス流
の流路１６９内にすでに位置設定されている濾材レセプタクル２０６内に濾材を注入する
ことによって活動化されず、むしろフィルターモジュール１０２のフィルター要素１２２
の少なくとも１つにおけるフィルター破断の場合には、図６および７に純粋に概略的に示
されている移動装置を用いてガス流の流路１６９内に１つ以上の安全フィルター要素１７
２が最初に導入されるという点にある。
【０１７０】
　図６に示されているフィルターモジュール１０２の正常な動作状態においては、１つ以
上の安全フィルター要素１７２がスタンバイ位置で浄化ガス流の流路外に配置され、その
ため浄化ガス流は正常な動作状態において高い流れ抵抗により妨害されないようになって
いる。
【０１７１】
　評価ユニットが、フィルター要素１２２の少なくとも１つにおいてフィルター破断を検
出した場合、移動装置２２０は、流体塗料オーバースプレーを分離するための装置１００
の制御装置によって起動されて、少なくとも１つの安全フィルター要素１７２を、ガス流
の流路１６９の外側のスタンバイ位置から図７に示された作業位置内へと移動させ、この
作業位置において、関連する安全フィルター要素１７２がフィルター要素１２２の清浄側
に到達した粗ガスの流路内に位置設定され、こうして流体塗料オーバースプレーおよび補
助濾材をこの粗ガス流から分離するのに有効となっている。
【０１７２】
　可動安全フィルター要素１７２は、例えば、フィルタープレート、ポケットフィルター
またはバッフルフィルターとして構成されてよい。
【０１７３】
　その他の点では、流体塗料オーバースプレーを分離するための装置１００の図６および
７に示された第４の実施形態は、構造および機能に関して、図１～３に示された第１の実
施形態と一致しており、この第１の実施形態についてのこの点に関する説明を参照された
い。
【０１７４】
　流体塗料オーバースプレーを分離するための図４～７に示された装置１００の第２～第
４の実施形態において安全フィルター段は、フィルター破断が主フィルターのフィルター
要素１２２の少なくとも１つにおいて検出された場合にのみオン切換えされることから、
圧力損失はフィルターモジュール１０２の正常な動作状態において安全フィルター１６８
により最小限におさえられ、それでも、塗装設備の循環空気回路の浄化ガス側の汚染に対
して必要な安全性は、フィルター破断の場合にも確保され続ける。



(20) JP 5869578 B2 2016.2.24

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(21) JP 5869578 B2 2016.2.24

【図５】 【図６】

【図７】



(22) JP 5869578 B2 2016.2.24

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100160705
            弁理士　伊藤　健太郎
(74)代理人  100133008
            弁理士　谷光　正晴
(72)発明者  セバスチャン　ホラー
            ドイツ連邦共和国，７０８２５　コーンタール－ミュンヒンゲン，ペスタロッツィベーク　２
(72)発明者  ユルゲン　シュタインバッハ
            ドイツ連邦共和国，７１２８２　ヘミンゲン，ヘレーネ－ランゲ－シュトラーセ　２９
(72)発明者  カタリーナ　フリッツ
            ドイツ連邦共和国，７０１９９　シュトゥットガルト，フィンケンシュトラーセ　４４

    審査官  中村　泰三

(56)参考文献  国際公開第２００９／１０３４５４（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開昭５９－１９３１６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０５２７１７５０（ＵＳ，Ａ）　　　
              特開昭５４－０３４１８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－１２６５１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５４－００９０６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１０－５３６５４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００８／０２２９９２６（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００３－１０７１９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０９９０１２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０５Ｂ　　１５／１２　　　　
              Ｂ０５Ｄ　　　１／０２　　　　
              Ｂ０５Ｄ　　　３／００　　　　
              Ｂ０１Ｄ　　４６／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

